
熊対策を目的とした

荒川河川敷の藪刈り・伐採を実施

今年はエサを求めた熊が、道路や住宅地など人の生活圏に
頻繁に出没しているため、新潟県では、人身被害防止注意喚
起が行われています。

今般、新潟県から北陸地方整備局に対し、熊が出没しそうな
河川敷を対象に藪刈り等の対策要請がありました。

本要請を受け、羽越河川国道事務所においては、管理する
荒川河川敷の藪刈りや伐開を行います。
藪刈り・伐採の実施により河川敷の視認性を向上させ、熊の
早期発見や移動範囲を狭める効果を期待しています。

対策の実施に当たっては、沿川市村や関係機関と調整を図
りながら進めていきます。特に、荒川沿川の関川村地内では熊
による人身被害も発生していることから、優先的に進めていき
ます。
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